
７．その他 
（１）議案・報告（議決を要するもの） 

 

議 案 番 号 件   名 内     容（ 主 な も の ） 
付 託 

委 員 会 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

議 案 
第 ２ ４ 号 

包括外部監査契

約の締結につい

て  

行財政運営に関し、優れた識見を有する外部の

者の監査を受け、また監査の結果に関する報告の

提出を受けることを内容とする契約で、地方自治

法第252条の36第1項の規定に基づき、締結する

もの 

 

相手方：公認会計士 後藤 英之氏 

契約期間：令和7年4月1日から令和8年3月31

日まで 

総 務 

財 政 

３ 月 ２ ５ 日 

同 意 

全 会 一 致 

議 案 

第 ２ ５ 号 

関西広域連合規

約の変更に関す

る協議について 

大阪・関西万博の開催を契機に関西の更なる飛

躍への期待が高まる中、関西広域連合は設立から

15 年目を迎える。これを機に、万博のレガシーの

創出及び継承による関西各地域の発展、広域防災

をはじめとする広域事務を担う力と府県・政令市

が協働する力の向上をめざし、関西広域連合の体

制を強化するため、関西広域連合規約中の関係部

分の改正（副広域連合長の定数の変更等）を行うも

の 

総 務 

財 政 

３ 月 ２ ５ 日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第 ２ ６ 号 

市道路線の認定

について 

認定：9路線 

延長：395.86 メートル 
建 設 

３ 月 ２ ５ 日 

可 決 

全 会 一 致 

報 告 

第 １ 号 

損害賠償の額の

決定の専決処分

の報告について 

令和3年12月15日（水）午後4時ごろ、堺市

北区百舌鳥西之町1丁75番地堺市立陵南中学校グ

ラウンドにおける野球部活動中において、顧問は

活動中の安全確保に十分配慮する必要があった

が、顧問不在時に、加害生徒がボールを集める籠に

向かってボールを打つために振ったバットが相手

方の右頬から鼻にかけて当たり、右頬と鼻骨を骨

折したもの 
専決処分日 令和7年1月23日 
損害賠償額 1,563,000 円 

文 教 

３ 月 ２ ５ 日 

承 認 

全 会 一 致 

 
 
 
 



 

議 案 番 号 件   名 内     容（ 主 な も の ） 
付 託 

委 員 会 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

議 員 提 出 

議 案 

第 １ ２ 号 

新たな危機に立

ち向かうまちづ

くり調査特別委

員会を廃止する

決議 

設置目的を終了したので、議決の日をもって当 
該特別委員会を廃止するもの 

省 略 

５ 月 ２ ０ 日 

可 決 

全 会 一 致 

議 員 提 出 

議 案 

第 １ ３ 号 

堺都心部活性化

調査特別委員会

の設置等につい

て 

１．本市議会に、地方自治法第 109 条第 1 項及び

堺市議会委員会条例第 5 条の規定に基づき、

堺都心部活性化調査特別委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。 
２．堺の成長をけん引する魅力的な都心部の実現

に向け、南海高野線の連続立体交差化、瓦町公

園周辺ゾーンでの市街地整備等が進む中、堺

都心部の活性化について、都市整備のみなら

ず、産業振興、観光、防災等の多角的な視点に

より、調査審議することを目的とする。 
３．委員会の委員の定数は12人とする。 
４．委員会の審議は、議会の閉会中を含め、議会が

委員会の設置目的の終了を議決するまで継続

して行うものとする。 

省  略 

５ 月 ２ ０ 日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第 ５ ８ 号 

市道路線の認定

について 

認定：7路線 
延長：4,066.13メートル 

建 設 

６ 月 １ ６ 日 

可 決 

全 会 一 致 

報 告 

第 ４ 号 

堺市市税条例の

一部を改正する

条例の専決処分

の報告について 

令和 7 年度税制改正による地方税法等の改正に

伴う所要の改正を専決処分したもの 

軽自動車税の種別割の税率について、道路運送

車両法施行規則の一部改正により第一種原動機付

自転車に新たな二輪車が追加されることを受け、

地方税法において軽自動車税の種別割の標準税率

に係る二輪車の車両区分が見直されることに伴う

所要の改正を行うとともに、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の一部改正に伴う条項のずれを修正するもの

（令和7年4月1日施行） 
専決処分日 令和7年3月31日 

総 務 

財 政 

６ 月 １ ６ 日 

承 認 

全 会 一 致 

 
 



 

議 案 番 号 件   名 内     容（主なもの） 付 託 

委 員 会 

議 決 月 日 
結 果 
採 決 状 況 

議 案 

第 ７ ７ 号 

自転車賑わい拠

点事業に係る公

共施設の整備費

用負担に関する

協定書の締結に

ついて 

自転車賑わい拠点事業に係る公共施設の設計、

工事監理業務を行うための協定書を締結するもの 
公募型プロポーザルの結果、株式会社Ａｎｄｅ

ｃｏを代表法人、株式会社鳥羽瀬社寺建築を代表

構成員、その他3社の構成員と令和7年7月24日

に契約金額3億円で仮契約を締結したもの 

建 設 

９ 月 ２ ５ 日 
同 意 
全 会 一 致 

議 案 

第 ８ ０ 号 

町の区域の変更

について 

南部大阪都市計画事業大和川左岸（三宝）土地区

画整理事業地区の一部の住居表示を実施するに当

たり、町の区域を変更するもの 

市  民 

人  権 

９ 月 ２ ５ 日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第 ８ １ 号 

市道路線の認定

について 

認定：4路線 
延長：633.01メートル 

建 設 

９ 月 ２ ５ 日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１００号 

損害賠償の額の

決定について 

令和7年8月31日（日）午後10時50分ごろ、

南消防署第 1 警防課の職員が大阪狭山市西山台方

面で発生した火災事案の出場準備中、水槽付消防

ポンプ自動車の車止めを外したところ、ガレージ

内の傾斜により自走した同車両が、堺市南区原山

台1丁14番2号において、相手方建物に衝突し、

損傷させたもの。 

損害賠償額 1,002,100 円 

市  民 

人  権 

１２月１９日 

同 意 

全 会 一 致 

議 案 

第１０１号 

指定管理者の指

定について 

堺市立初芝体育館等の設置目的をより効果的、

効率的に達成し、市民サービスの向上を図るとい

う観点から、公募の上、選定要件に沿って審査を行

った結果、シンコースポーツ・NBSグループを指定

管理者として、令和8年4月1日から令和13年3月31

日までの期間、指定しようとするもの 

産 業 

環 境 

１２月１９日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１０２号 

指定管理者の指

定について 

堺市営住宅の設置目的をより効果的、効率的に

達成し、入居者等のサービスの向上を図るという

観点から、公募の上、選定要件に沿って審査を行っ

た結果、近鉄住宅管理株式会社を指定管理者とし

て、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの期

間、指定しようとするもの 

建 設 

１２月１９日 

可 決 

全 会 一 致 

 

 

 



議 案 番 号 件   名 内     容（ 主 な も の ） 
付 託 

委 員 会 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

議 案 

第１０３号 

指定管理者の指

定について 

堺市大仙公園日本庭園の設置目的をより効果

的、効率的に達成し、市民サービスの向上を図ると

いう観点から、公募の上、選定要件に沿って審査を

行った結果、大仙公園日本庭園管理グループを指

定管理者として、令和8年4月1日から令和12年3月

31日までの期間、指定しようとするもの 

建 設 

１２月１９日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１０４号 

指定管理者の指

定について 

堺市都市緑化センターの設置目的をより効果

的、効率的に達成し、市民サービスの向上を図ると

いう観点から、公募の上、選定要件に沿って審査を

行った結果、アメニス・ECCOMグループを指定管理

者として、令和8年4月1日から令和12年3月31日ま

での期間、指定しようとするもの 

建 設 

１２月１９日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１０５号 

指定管理者の指

定について 

堺市立自転車等駐車場の設置目的をより効果

的、効率的に達成し、市民サービスの向上を図る

という観点から、公募の上、選定要件に沿って審

査を行った結果、サイカパーキング株式会社を指

定管理者として、令和8年4月1日から令和13

年3月31日までの期間、指定しようとするもの 

建 設 

１２月１９日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１０６号 

当せん金付証票

の発売について 

当せん金付証票法第４条第１項の規定により、

令和8年度における当せん金付証票、いわゆる宝 

くじの発売総額を 70 億円以内とすることについ 

て、議会の議決を求めるもの 

総  務 

財  政 

１２月１９日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１０７号 

市道路線の認定

及び廃止につい

て 

認定：8路線 

延長：1,657.42 メートル 
建 設 

１２月１９日 

可 決 

全 会 一 致 

議 案 

第１１６号 
和解について 

本市と近畿大学とで土地売買契約を令和元年 8

月5日に締結し、市有地を近畿大学に売却した。売

却地には地中に塵芥が存在することが想定されて

おり、土地売買契約書ではその処理費については

別途清算することとしていた。 

その後、売却地の工事に伴い塵芥の存在が確認

できたため、塵芥処理費の清算についての覚書を

令和 6 年 7 月 23 日に締結した。その覚書におい

て、塵芥処理費用が確定した後、支払いに関する契

約書を締結し清算することとしており、このたび

工事が完了し、塵芥処理に関する適正性と数量に

ついて確認できたことから、塵芥処理費用につい

て相手方と和解するもの 

建 設 

１２月１９日 

同 意 

全 会 一 致 



議 案 番 号 件   名 内     容（ 主 な も の ） 
付 託 

委 員 会 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

議 案 

第１１７号 

損害賠償の額の

決定について 

令和7年1月28日（火）午前9時ごろ、堺市西

区平岡町64番地1先路上において、環境事業所職

員の運転する本市車両が、府道堺かつらぎ線で車

線変更を開始する際、後方から直進してきた相手

方車両と衝突し、損傷させたもの。 

損害賠償額 4,903,588 円 

省 略 

１１月２７日 

同 意 

全 会 一 致 

議 員 提 出 

議 案 

第 ２ ５ 号 

堺市議会会議規

則の一部を改正

する規則 

現在の社会情勢等に照らし、携帯品に係る規定

の見直しを行うこととし、所要の改正を行うもの 

○公布の日（令和７年１１月２８日）から施行 

省 略 

１１月２７日 

可 決 

全 会 一 致 
 


